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に
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対
し
、
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を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
日
本
放
送
協
会
の
受
信
料
不
払
い
問
題
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
は
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
毎
事
業
年
度
の
業
務
報
告
書
を
作
成
し
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
同
業
務
報
告
書
に
は
、
全
国
の
受
信
料
の
収
納
率
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
総
務

大
臣
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
業
務
報
告
書
に
意
見
を
付
し
、
内
閣
を
経
て
国
会
に
報
告
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
、
平
成
十
六
年
度
の
協
会
の
業
務
報
告
書
に
付
さ
れ
た
総
務
大
臣
の
意
見
に
は
、
「
協
会
は
、
受
信
料
の
公

平
負
担
等
の
観
点
か
ら
、
受
信
料
制
度
の
意
義
等
に
対
す
る
国
民
視
聴
者
の
理
解
を
得
る
努
力
の
み
な
ら
ず
、
法
的
手
続
も

含
め
、
未
契
約
世
帯
等
の
解
消
に
つ
い
て
、
抜
本
的
な
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
総
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
協
会
の
毎
事
業
年
度
の
収
支
予
算
、
事
業
計
画
及
び
資

金
計
画
（
以
下
「
収
支
予
算
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
検
討
し
て
意
見
を
付
し
、
内
閣
を
経
て
国
会
に
提
出

し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
平
成
十
八
年
度
の
協
会
の
収
支
予
算
等
に
付
さ

れ
た
総
務
大
臣
の
意
見
に
は
、
「
受
信
料
の
公
平
負
担
等
の
観
点
か
ら
、
受
信
料
の
不
払
者
及
び
未
契
約
者
の
解
消
に
向
け
、

一



収
支
予
算
等
に
盛
り
込
ま
れ
た
各
種
措
置
の
実
施
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
業
所
の
受
信
契
約
体
系
の
見
直
し
や
受
信
者
に
係
る

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
備
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
措
置
に
つ
い
て
抜
本
的
に
検
討
の
上
、
組
織
を
挙
げ
て
全
力
で
取
り
組
む
こ
と
」

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

総
務
省
と
し
て
は
、
協
会
か
ら
は
、
沖
縄
放
送
局
に
お
け
る
各
年
度
の
受
信
料
の
収
納
率
は
、
平
成
八
年
度
が
五
十
五
・

九
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
九
年
度
が
五
十
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
年
度
が
五
十
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
一
年
度

が
五
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
二
年
度
が
五
十
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
三
年
度
が
五
十
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、

平
成
十
四
年
度
五
十
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
五
年
度
が
五
十
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
平
成
十
六
年
度
が
五
十
三
・
四

パ
ー
セ
ン
ト
及
び
平
成
十
七
年
度
が
五
十
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

総
務
省
と
し
て
は
、
協
会
か
ら
は
、
放
送
受
信
料
の
未
納
者
に
対
し
て
訪
問
に
よ
る
受
信
料
支
払
の
督
促
を
行
っ
て
お
り
、

訪
問
の
際
に
徴
収
で
き
な
い
契
約
者
又
は
不
在
等
に
よ
り
面
会
で
き
な
い
契
約
者
に
つ
い
て
は
、
振
込
用
紙
を
郵
送
し
、
受

信
料
の
支
払
を
求
め
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

二



沖
縄
放
送
局
に
お
け
る
受
信
契
約
を
締
結
し
て
い
る
件
数
は
、
平
成
十
七
年
度
の
協
会
の
業
務
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
総
契

約
数
三
十
万
九
千
三
百
五
十
七
件
で
あ
る
。
一
方
、
協
会
の
放
送
を
受
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
受
信
設
備
を
設
置
し
、
受
信

契
約
を
締
結
し
て
い
な
い
者
の
数
に
つ
い
て
は
、
協
会
に
お
い
て
把
握
し
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

総
務
省
と
し
て
は
、
協
会
か
ら
は
、
受
信
料
の
未
納
者
す
べ
て
を
対
象
と
し
て
、
受
信
料
制
度
の
意
義
等
に
つ
い
て
理
解

を
得
る
な
ど
に
よ
り
、
受
信
料
の
支
払
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
の
上
で
な
お
支
払
に
応
じ
な
い
契
約
者
に
対
し
、
最
後
の
方

法
と
し
て
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
百
八
十
二
条
及
び
第
三
百
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
支
払
督

促
を
申
し
立
て
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
東
京
都
内
の
放
送
受
信
料
未
納
者
三
十
三
件
に
つ
い
て
、
東
京
簡
易
裁

判
所
に
支
払
督
促
を
申
し
立
て
た
と
聞
い
て
い
る
。

ま
た
、
支
払
督
促
の
申
立
て
の
対
象
は
、
協
会
と
受
信
契
約
を
締
結
し
て
い
る
放
送
受
信
契
約
者
に
限
ら
れ
る
も
の
と
承

知
し
て
い
る
。

総
務
省
と
し
て
は
、
国
民
全
体
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
受
信
料
制
度
の
性
格
に
か
ん
が
み
、
未
払
者
が
多
数
い
る
現
状
は

極
め
て
遺
憾
で
あ
り
、
協
会
が
受
信
料
の
公
平
負
担
確
保
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
組
織
を
挙
げ
て

全
力
で
経
営
改
革
に
一
層
取
り
組
む
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

三



六
に
つ
い
て

総
務
省
と
し
て
は
、
放
送
受
信
料
に
係
る
協
会
の
債
権
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
百
二
条
に

規
定
す
る
金
銭
債
権
に
該
当
し
、
こ
の
放
送
受
信
料
債
権
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
司
法
判
断
が
示
さ
れ
た
こ

と
が
な
い
た
め
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
同
法
第
百
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
十
年
間
こ

れ
を
行
使
し
な
い
と
き
は
、
消
滅
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

総
務
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
「
携
帯
電
話
、
パ
ソ
コ
ン
、
有
線
型
テ
レ
ビ
放
送
に
係
る
受
信
設
備
」
に
つ
い
て
も
、
こ

れ
ら
が
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
会
の
放
送
を
受
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
受
信
設
備
に
該
当
す
れ
ば
、
そ
の
設

置
者
に
は
、
原
則
と
し
て
、
同
項
及
び
日
本
放
送
協
会
放
送
受
信
規
約
第
二
条
の
規
定
に
従
っ
て
、
協
会
と
放
送
受
信
契
約

を
締
結
し
て
放
送
受
信
料
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

さ
ら
に
お
尋
ね
の
「
携
帯
電
話
、
パ
ソ
コ
ン
、
有
線
型
テ
レ
ビ
放
送
の
利
用
者
数
」
に
つ
い
て
は
、
協
会
に
お
い
て
は
、

把
握
し
て
い
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

四



防
衛
施
設
庁
に
お
い
て
は
、
自
衛
隊
及
び
日
本
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の
飛
行
場
及
び
射
爆
撃
場
に
お
け

る
タ
ー
ボ
ジ
ェ
ッ
ト
発
動
機
を
有
す
る
航
空
機
の
離
着
陸
等
に
よ
り
生
ず
る
騒
音
の
影
響
に
か
ん
が
み
、
防
衛
施
設
庁
長
官

が
定
め
る
一
定
の
区
域
に
お
い
て
、
協
会
と
の
放
送
受
信
契
約
者
に
対
し
、
地
上
系
に
よ
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
の
受
信
料

の
半
額
を
助
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
防
衛
施
設
周
辺
放
送
受
信
事
業
補
助
金
交
付
要
綱

（
平
成
十
八
年
防
衛
施
設
庁
訓
令
第
十
一
号
）
に
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

沖
縄
県
に
お
い
て
は
、
嘉
手
納
飛
行
場
、
伊
江
島
補
助
飛
行
場
及
び
出
砂
島
射
爆
撃
場
の
周
辺
地
域
の
放
送
受
信
契
約
者

に
助
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

防
衛
施
設
庁
と
し
て
は
、
当
該
助
成
措
置
に
つ
い
て
は
、
他
の
航
空
機
騒
音
対
策
事
業
と
の
関
連
等
を
勘
案
し
、
適
切
に

運
用
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

五


